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１【提出理由】

2026年6月25日開催の当社第73期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年6月25日

 

(2) 当該決議事項の内容

　　第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小川達哉、細野克宏、一色修志、

小林克衛、井上邦博、石戸正典、吉池達悦の7氏を選任するものであります。

 
　　第２号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、弓削文孝、石原敏彦、坂巻吉輝の３氏を選任するものであります。

 
 

　（3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

 

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率（％） 決議結果

第１号議案
 

     

小川　達哉 175,588 44,689 - 79.71 可決

細野　克宏 202,740 17,536 - 92.03 可決

一色　修志 202,704 17,572 - 92.01 可決

小林　克衛 202,754 17,522 - 92.04 可決

井上　邦博 202,762 17,514 - 92.04 可決

石戸　正典 202,773 17,503 - 92.05 可決

吉池　達悦 206,138 14,139 - 93.57 可決

第２号議案
 

     

弓削　文孝 207,940 12,357 - 94.39 可決

石原　敏彦 210,121 10,176 - 95.38 可決

坂巻　吉輝 210,229 10,068 - 95.43 可決
 

(注) 議案の可決要件は次のとおりとなります。

　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成によるものであります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の

確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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